
資料３ 
社会保障の範囲について 



いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に
対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては
国家扶助によって最低限度を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もってすべ
ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。 
 

 このような生活保障の責任は国家にある。国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを政府及び
公共団体を通じて民主的能率的に実施しなければならない。この制度は、もちろん、すべての国民を
対象とし、公平と機会均等とを原則としなくてはならぬ。またこれは健康と文化的な生活水準を維持す
る程度のものたらしめなければならない。そうして一方国家がこういう責任をとる以上は、他方国民も
またこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要
な社会的義務を果さなければならない。 

１．日本における社会保障の定義 

「社会保障制度に関する勧告」（抜粋）（昭和２５年 社会保障制度審議会） 
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日本国憲法 

第二十五条  
  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  
 
２  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな
ければならない。  



 まず第一に、社会保障は、国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障する
制度である。社会保障は、歴史的には救貧や防貧のためのものとして発展してきたが、今日ではそれより広く国民に
安定した生活を保障するものとなっている。第二に、社会保障は、給付を行うことによって国民の生活を保障する制
度である。各種の規制を行うことで国民の生活を健康で安全なものとするものもあるが、このような規制は他の多くの
公共政策とかかわっており、必ずしも社会保障に限られるものではない。第三に、社会保障は、国や地方公共団体
の責任として生活保障を行う制度である。国民が生活困難の状態に陥った場合、あるいは陥ろうとする場合、国民自
身やその家族が自らの力でそれを克服しようと努めるだけでなく、社会のさまざまな人々や組織が手を差し延べて、
困難な状態から抜け出すための援助を行うこともある。社会保障は、これらの中でも国や地方公共団体が公的責任
として国民の生活を支えるものである。  
 

 以上のことから、社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保
障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うものである」ということができる。  
 

 社会保障は、歴史的には、貧困者を救済する公的扶助と、貧困に陥るのを防止するための社会保険との二つの制
度を起源として形成されてきた。このため、社会保障を公的扶助と社会保険の統合形態だとする考えがある。しかし、
今日では、公的扶助ほど厳しい資産調査又は所得調査を行わないが、社会保険としてではなく、一般財源による給
付を行う分野も社会保障の中で重要性を増してきている。例えば、児童手当などの社会手当、福祉サービス、公費
負担医療などであるが、公的扶助を含めてこれら一般財源による給付を社会扶助と呼ぶとすれば、社会保障は社会
保険と社会扶助から成るということができる。社会保障の中心的な給付は所得保障、医療保障及び社会福祉である
が、これらはいずれも社会保険又は社会扶助のどちらの形態でも行うことができる。  
 

 以上述べた社会保障の概念には含まれないが、社会保障に関連するいくつかの制度がある。社会保障のあり方を
考えるとき、社会保障の範囲を確定し、それぞれの位置付けをはっきりさせておくことが大事である。それは２１世紀
に向けての社会保障の充実を図るうえで公的な関与に関連するからであり、また、国民のニーズが高度化・多様化
する中で、相互の役割分担と連携を図る上で重要であるからである。  

「社会保障将来像委員会 第一次報告」（抜粋）（平成５年 総理府社会保障制度審議会事務局） 
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第一に、医療や社会福祉についての資格制度、人材の確保、施設の整備、各種の規制措置等は給付を行うもので
はなく、また、公衆衛生、環境衛生、公害防止等も国民に直接個別の給付を行うものではないので、これらは社会保
障の基盤を形づくる制度と位置づけることができる。ただし、先に給付を行うものを社会保障ととらえたが、給付を要
件としなければこれらも社会保障ととらえることが可能である。その場合、給付を行うものを狭義の社会保障、それに
給付を行わない上記の制度を含めて広義の社会保障と呼ぶこともできよう。  

 

 第二に、公的年金等控除、障害者控除などの生活にかかわる税制上の控除は、生活保障を直接の目的としないた
め社会保障と位置づけることはできないが、社会保障と類似の機能を果たす制度であるということができる。  

 

 第三に、雇用政策一般および住宅政策一般は、社会保障そのものではないが、社会保障が機能するための前提
であり、社会保障と深く関連する制度として整備されなければならない。なお、雇用や住宅に対する施策の中には、
失業者、高齢者、障害者等に対する生活保障のための施策もあり、これらは社会保障制度を構成するものとして積
極的に位置づけていく必要がある。  
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 社会保障は、その「機能」や「主体」という観点からとらえることができるが、「給
付」を中核としてとらえられてきた。 

①社会保障（給付） 

国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの。 
（具体的には、社会保険または社会扶助の形態により、所得保障、医療及び社会福祉などの給付を行うもの。） 

②社会保障の基盤を形作る制度 

 ・医療や福祉についての資格制度、人材の確保、施設の整備、各種の規制等 

 ・公衆衛生、環境衛生、公害防止等 

※これらは、「給付」を社会保障の要件としなければ、社会保障としてとらえ得るものであり、①と②を併せて「広義の社会保障」と呼ぶこともでき
る。 

③社会保障と類似の機能を果たす制度 

 生活にかかわる税制上の控除（公的年金等控除、障害者控除など） 

④社会保障が機能するための前提となる制度 

 雇用政策一般及び住宅政策一般 

※なお、雇用や住宅に関する施策の内、失業者、高齢者、障害者等に対する生活保障のための施策は、社会保障制度を構成するものとして積
極的に位置づけていく必要がある。 

【社会保障及び関連する制度】 
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（参考）諸文献にみる日本における社会保障の定義 

① 堀勝洋「社会保障法総論［第２版］」（抄）（東京大学出版会，２００４年） 
第１章 社会保障概説 

第１節 社会保障の概念 

第１項 特徴 

 我が国や諸外国において社会保障と考えられている制度にはかなりの相違もあるが、それでも次の四つの特徴を共通に有している。
すなわち、①生活困難の状態にある国民に対して行われる制度であること、②国民の生活を健やかで安心できるようにする制度であ
ること、③生活保障の給付を行う政策・制度であること、及び④公的な責任で行われる制度であること、である。 

１ 生活困難の状態にある国民に対して行われる制度 

  国民は、その長い人生において、生活を脅かし生活の安定を妨げる様々な事故に直面することがある。事故によって国民に生活上
の困難が生ずるが、それに対応するための制度が社会保障である。国民に生活困難を生ぜしめる事故としては、疾病、負傷、傷害、
妊娠、出産、老齢、死亡、失業等があるが、事故の原因を問わない。（略）すなわち、生活困難とは、金銭、医療、介護等に対するニー
ズが生じている状態を意味する。このニーズには様々な種類や程度があるが、特定の国の特定の時代において公的に対応する必要
があるという国民的合意が形成され、公的責任で給付が行われるようになった制度が社会保障である。 

 国家は、国民の生活を豊かにしその福祉の向上を図るため、様々な施策を講じている。例えば道路・上下水道の整備、教育サービス
の提供、産業振興、治安の維持等であるが、これらは生活困難に対応する制度ではないため社会保障には含まれない。 

２ 国民の生活を健やかで安心できるようにする制度 

 このように、現在では、社会保障の目的を、貧困の予防・救済や最低生活の保障であるととらえるよりは、国民の生活を健やかで安
心できるようにするととらえるのが適切である。 

３ 生活保障の給付を行う制度 

 社会保障は、各種の給付を行うことによって、国民の生活を保障する。したがって、社会保障行政は給付行政として位置づけられるこ
とがある。給付には、金銭や財のほか、相談、指導、介護、保育といったサービスの提供も含まれる。 

 国民の生活の保障は、このように給付によって行われるだけでなく、生活に有害な行為を規制することによって保障される。しかも、
規制行政は国民が生命や健康を脅かす事故に遭うのを防止し、生活困難に陥るのを予防する上で極めて重要な役割を果たす。しかし、
規制行政には労働基準行政、建築基準行政、消費者保護行政、交通安全行政等社会保障と考えられるものの範囲を超えるものが含
まれるため、本書では給付を行うことを社会保障の要件としている。ただし、医療や福祉サービスにかかわる規制（医療法、医師法、薬
法、社福法等）と社会保障の給付とを併せて、広義の社会保障ととらえることも可能である。また、直接個々人に給付を行うものではな
いが、給付を行う基盤を整備する政策がある。例えば、給付のための組織・機構を設け、サービスを提供するための施設を整備し、人
材の資格を定めてその確保を図る政策などである。これらは、本節の第３項で述べる社会保障基盤形成制度に含めるのが適切である。 

４ 公的責任で行われる制度 

  社会保障は公的な責任で行われる政策・制度である。  

  公的責任とは、国及び地方公共団体が社会保障制度を維持・運営する責任をいう。 
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第３項 範囲 

 以上述べてきたように社会保障は生活保障の給付を行う制度であるが、現在では、このような制度は数多く設けられているため、個
別の制度を社会保障に含めるか否かを判断するのは必ずしも容易ではない。個別の制度ではなく包括的な制度で示せば、年金保険、
医療保険、介護保険、失業保険、労災保険、公的扶助、社会福祉、社会手当などは、社会保障に含めることができる。これらのほかに
本来の社会保障とはいえないが、社会保障に密接に関連する制度がある。 

第１は、社会保障の基盤を形づくる制度である。社会保障の組織・機構とその権限・運営方法等を定め、社会保障の実施のための施
設や人材を確保し、人材の資格や業務を定める法制度として、医療法、医師法、社会福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法などがあ
る。また、伝染病予防対策、上下水道対策、廃棄物処理対策、公害防止対策等の公衆衛生や環境衛生の制度も、生命や健康を維持・
増進し生活困難に陥るのを予防するため、社会保障と密接に関連する。しかし、これらは国民に個別的な給付を行うものではないので、
社会保障そのものではなく、社会保障の基盤を形づくる制度ととらえるべきである。ただし、傷病者、障害者等に対する保健指導や国
民が傷病にかからないように予防するための健康診査等国民に対し個別的な給付を行うものは、社会保障の範囲に含めることができ
る。 

 本書では生活保障の給付を行う制度を社会保障ととらえたが、給付を要件としなければこれら社会保障基盤形成制度も社会保障の
範囲に含めることができる。この場合、給付を行うものを「狭義の社会保障」と呼び、これと給付を行わない社会保障基盤形成制度とを
併せて「広義の社会保障」と呼ぶことができる。 

 第２は、社会保障と類似の機能を果たす制度である。税制の公的年金等控除、老人扶養控除等は、租税支出（tax expenditure）とい

われるように、納めるべき租税を減免するため、給付と同じ効果をもつ。また、国民年金基金、個人年金、いわゆる税制適格年金等に
は公費支出はなされていないものの、この租税支出により公的な助成がなされている。 

 第３は、社会保障が機能するための前提として整備されなければならない制度である。社会保障はひとり孤立して存在するものでは
なく、就労対策、住宅対策、教育対策等多くの公共政策と関連している。 

 就労対策は、このような市場機構が円滑に機能するようにするためのものであり、事故による生活困難に対して給付を行うものとして
の社会保障には含まれない。（略）市場機構による資源配分にあずかれない人々に対し、社会保障は租税や社会保険料を財源とする
給付（第２次的所得分配＝所得再分配）によって生活保障を行う。失業保険が雇用にかかわる社会保障として典型的なものであるが、
このほか失業者、障害者、高齢者等の就労に関連する個別の生活保障の給付は、社会保障そのものとしてとらえることができる。 

 住宅対策も国民が健やかで安心できる生活を営む上で重要であるが、住宅対策一般は生活困難に対するものとは限らないため、社
会保障と位置づけることはできない。しかし、住宅困窮者に対する制度や、低所得者、障害者、高齢者等に対する住宅確保対策の中
には社会保障と捉えるべきものが含まれる。 

 教育対策については、養護学校等のような障害児のためのものなどについて社会保障に含ませるか問題となるが、一般的な教育対
策は社会保障に含まれない。なお、児童福祉施設で行われる児童に対する生活訓練や指導は広い意味での教育に含まれ、生活保護
にも教育扶助がある。 
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② 西村健一郎「社会保障法」（抄）（有斐閣，２００３年） 
第１章 社会保障の形成 

第１節 序説 

１ 社会保障とは 

  人生には、病気、ケガ、傷害、失業、労働災害、一家の柱たる人の死亡などさまざまな生活上の困難・危険が存在する。
高齢に至ったときの稼得（所得）の喪失もその１つに数えることができる。社会保障は、国が中心となって、生活保障を必要と
する人に対して、一定の所得ないしサービス（医療および社会福祉サービス）を公的に提供することで、これらの生活上の困
難・危険を回避し、軽減するために準備された制度である。 

③ 岩村正彦「社会保障法Ⅰ」（抄）（弘文堂，２００１年） 
第１編 総論 

第１章 社会保障法の概念と体系 

３ 社会保障法の概念 

（１）社会保障の概念 

  （略）以上のような見地からは、すでにみた欧米諸国で今日一般に「社会的保護」の範疇で捉えられている制度を基軸に
据えつつ、わが国の1950年勧告ならびに1995年勧告が想定する概念を加味して、理論的な「社会保障」の概念を捉えるの
が最も適切である。 

 欧米等で「社会保障」（「社会的保護」）として考えられているのは、個人（場合によっては世帯）に対し、これまでの生活を脅
かす事由、すなわち要保障事由（具体的には、傷病、傷害、老齢、要介護状態、生計維持者の死亡、出産、多子、失業、困
窮等）が発生した場合に、社会保険料や租税等を財源として、国および地方公共団体あるいはそれらの監督下にある機関
が、財貨や役務等の給付を提供する制度である。1950年勧告・1995年勧告もほぼこれに沿うものといってよい。他方で、
1950年勧告の系譜を受け継ぐ前記の行政上の広義の「社会保障」は、公衆衛生・医療の領域で、麻薬、産業廃棄物処理、

上下水道整備等をも含んでいる。しかし、これらは、要保障事由の発生を前提としない点で、「社会保障」から除外されること
になる。1950年勧告、そしてとりわけ1995年勧告で重要視されている保健・医療（およびそれに関する医療法や薬事法等）

も要保障事由の発生を前提としない点では前記上下水道整備等と同様であるが、医療保険や社会福祉ときわめて密接な関
係にある規定を有していることに鑑み、その限りで「社会保障」に含めておくことにしたい。そのほか、1995年勧告が言及する
住宅政策も、高齢者の介護や障害者福祉等に包含されているものについては、「社会保障」に含めて考えることにしよう。 

 かくして、理論的な「社会保障」の概念には、①社会保険（医療保険［老人保健（老人医療）を含む］、介護保険、年金保険、
労災保険、雇用保険）、②公的扶助（生活保護）、③社会福祉（老人福祉、児童福祉、障害者福祉等）、④児童手当（児童手
当、児童扶養手当等）、⑤公衆衛生・医療（精神保健、医療、薬事等）が含まれることになる。 
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２．「社会保障」の範囲 （１）機能 
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 「社会保障」の持つ機能を定義付けしたものはいくつかあるが、それぞれ目的
に応じて、その範囲は異なっている。 

○ 昭和25年の社会保障制度審議会勧告は、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失

業、多子その他困窮の原因に対する経済保障」「国家扶助（最低限度保障）」「公衆衛生
および社会福祉の向上」の実施を、国家の責任として明示したもの。 

 
○ 一方、ILO102号条約（1952（昭和27）年採択）は、加盟各国が行うべき社会保障制度
の最低基準を示したものであり、経済保障の対象となる事由を列挙して（※１） 、その
（一部の）実施を各国に義務づけている。 

 
※１ 挙げられている事由は、「医療」「疾病」「失業」「老齢」「業務災害」「家族」「母性」「廃疾」「遺族」であり、個人が

保護されるべき社会的リスクに対する経済的保障が中心。 

 
○ ただし、現在のILOの社会保障費用調査においては、保健医療や生活保護なども含め
た、 102号条約よりも広い範囲の、個人のリスクやニーズ（※２）に対する制度を調査の
対象としている。 

 
※２ 社会保障費用調査の対象となる「リスクやニーズ」は、「高齢、遺族、障害、労働災害、保健医療、家族、失業、
住宅、生活保護その他」となっている。 

 
（参考）OECDの社会支出調査においては、「高齢、遺族、障害・業務災害・傷病、保健、家族、積極的

労働市場政策、失業、住宅、生活保護その他」の社会的目的に当てはまる制度が調査対象とし
て含まれるとされている。 



1. 中央政府 
2. 地方政府 
3. 社会保障基金（※） 
4. 金融機関 
5. 対家計民間非営利団体 
6. 非金融法人企業 
7. 家計 

２．「社会保障」の範囲 （２）主体 
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 国民経済計算は、我が国の経済の全体像を国民経済計算は、我が国の経済の全体像を
国際比較可能な形で体系的に記録することを目的に、国連の定める国際基準(93SNA, 

System of National Accounts)に準拠しつつ、統計法に基づく基幹統計として、国民経済計
算の作成基準及び作成方法に基づき作成されているものである。93SNAにおいては、その
主体として以下のような分類がされている。 

一般政府 

※ 社会保障基金とは、社会全体あるいは大部分を対象として社会保障給付を行うことを目的としていること、加
入が法律により義務付けられていること、資金が積立方式以外の方法で運営されていること、の条件を満たす組
織である。国の社会保険特別会計（厚生保険、国民年金、労働保険、船員保険）、共済組合（国家及び地方公務
員共済組合等）、及び健康保険組合などがそれに該当する。 

  一方で、ILOの社会保障費用調査においては、社会保障の主体は「法令によって定められた

公的、準公的、もしくは独立の機関によって管理されていること。あるいは法的に定められた
責務の実行を委任された民間の機関であること。」とされており、これを当てはめれば、日本に
おいて社会保障の主体となり得るのは中央政府（国）、地方政府、社会保障基金に加えて、厚
生年金基金などの年金基金が考えられる。 



（参考１）ＩＬＯ１０２号条約（社会保障協定）における社会保障の定義 

第2部 医療給付 
  → すべての負傷又は疾病（原因のいかんを問わない。）並びに妊娠、分べん及びこれらの結果 

第3部 疾病給付 
  → 負傷又は疾病に起因し、かつ、勤労所得の停止を伴う労働不能であって、国内の法令で定めるもの 

第4部 失業給付 
  → 勤労労働能力を有し、かつ、就労することができる状態にある保護対象者が被る適当な職業に就くことがで
きないことによる所得の停止であって、国内の法令で定めるもの 

第5部 老齢給付 
  → 所定の年齢を超えて生存していること 

第6部 業務災害給付 
  → 業務に起因する事故又は所定の職業病によるもの 

第7部 家族給付 
  → 国内の法令で定めるところにより、子を扶養する責務 

第8部 母性給付 
  → 妊娠、分べん及びこれらの結果並びに国内の法令で定めるそれらに起因する勤労所得の停止 

第9部 廃疾給付 
  → 有償の活動に従事することができない状態（所定の程度のもの）であつて、永久的なものとなるおそれがある
もの及び傷病給付の受給の終了後も存続するもの 

第10部 遺族給付 
  → 扶養者の死亡の結果として寡婦又は子が被る扶養の喪失とする。ただし、寡婦の給付を受ける権利につい
ては、国内の法令に従いその者が自活することができない状態にあるとされることを条件とすることができる 

 ILO102号条約は、個人が保護されるべき社会的リスクを規定している。社会保障制度
の最低基準を15部87条にわたり、給付の種類別にあげたもの。それぞれの部において、
各種類における社会保障制度における給付事由が定義されている（第2部～第10部）。 
 ILOの社会保障給付費調査は、本条約を定義上の概念の基礎にしている。 
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 社会保障（Social Security）は年金等の所得保障の意味で使われることが多い。我が国でいう福祉サービスはHuman 

Servicesと呼ばれ、福祉（Welfare）は、資産調査付きの租税財源によるサービス、特に母子世帯を対象にした貧困家庭一時

扶助を指して用いられることが多い。 

 代表的な社会保障制度として、大部分の有業者に適用される老齢・遺族・障害年金のほか、高齢者等の医療を保障するメ

ディケアや低所得者に医療扶助を行うメディケイドといった公的扶助制度がある。 

（参考２）諸外国における社会保障の定義 

アメリカ 

 
  

 社会保障（Social Security）とは〃年金や児童手当のような所得保障を意味する。我が国でいう社会保障に近い用語とし

ては〃社会政策（Social Policy）又は社会サービス（Social Services）が用いられている。Social Policy又はSocial 

Servicesという用語は〃所得保障や〃医療及び対人福祉サービスを含む概念である。さらに〃住宅政策や教育〃雇用も含ん

だ概念で使われている。 

 社会保険制度は、年金、雇用関連給付も含めた全国民を対象とした制度に一元化されており、医療については、税金を財

源とする国営の国民保健サービスとして全国民に原則無料で提供される。 
 

イギリス 

  

  

 社会保障（Securite Sociale）というと〃疾病保険や老齢保障等の社会保険を指している。社会保険に加えて〃社会扶助

（老齢〃障害〃疾病等の事由について現金給付〃サービスの提供を行うもので〃所得制限がある）〃社会事業（所得制限が

ないその他の社会福祉活動）及び自立最低所得保障制度を総合して〃社会的保護（Protection Social）と呼んでいる。 

 社会保険制度は、保険料によって賄われる制度であり、疾病保険、老齢保険、家族手当等に分かれている。 

 

フランス 

  
  

 社会保障（Soziale Sicherheit）は〃社会保険〃社会補償（戦争犠牲者援護等）及び社会的援助・助長（社会扶助や修学援

助等）を含む概念となっている。ただし〃社会福祉という用語（Soziale Wohlfahrt）は〃あまり用いられない 

 社会保障制度は、年金保険、医療保険、介護保険、労働災害保険及び失業保険の５つの社会保険と児童手当、社会扶助な

どから成り立っている。 

 

ドイツ 
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